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公益財団法人出雲市芸術文化振興財団大社文化プレイスうらら館施設管理規程 

 

公益財団法人出雲市芸術文化振興財団（以下｢財団｣という。）が、大社文化プレイスうらら館（以下｢う

らら館｣という。）の指定管理者として指定期間における会館の管理運営について、大社文化プレイスう

らら館の設置及び管理に関する条例（以下「条例」という。）及び大社文化プレイスうらら館の設置及

び管理に関する条例施行規則(以下｢規則｣という。)に基づき、うらら館の利用に関する施設管理規程を

定め、その適切な管理運営に資するものである。 

 

（休館日 条例第４条） 

第１条 うらら館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、公益財団法人出雲市芸術文化振興財団

理事長（以下｢理事長｣という。）が必要と認め、市長の承認を得たときは、休館日に開館し、又は臨時

に休館日を定めることができる。 

（１）年始(１月１日から同月３日まで) 

（２）年末(１２月２９日から同月３１日まで) 

（３）月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和 23年法律第 178号)に規定する休日(以下「休日」と

いう。)に当たるときは、その翌日) 

 

(開館時間 条例第５条) 

第２条 うらら館の開館時間は、午前９時から午後１０時までとする。ただし、理事長が特に必要がある

と認め、市長の承認を得たときは、開館時間を延長、又は短縮することができる。 

 

 (利用の承認 条例第６条、規則第２条) 

第３条 うらら館の施設又は附属設備等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ

理事長に利用承認申請書（様式第１号）を提出しなければならない。理事長は、利用申請を承認したと

きは、利用承認書(様式第２号)を申請者に交付するものとする。 

２ 前項の承認を受けた者が、承認に係る事項を変更しようとするときには、利用変更承認申請書（様式

第３号）を提出しなければならない。理事長は、利用変更申請を承認したときは、利用変更承認書(様

式第４号)を申請者に交付するものとする。 

３ 利用受付に関することは、下記のとおりとする。 

（１）利用受付の手続は、次のとおりとする。 

① 利用しようとする者は、来館または電話で利用希望の施設の空き状況を確認し、仮予約をする。 

仮予約の候補は２件までとする。 

② だんだんホール、ごえんホール及びそれに付随して同時に利用する施設（会議室等）の仮予約期 

間は最長６ヶ月とし、利用開始日の６ヶ月前までに利用承認申請書を提出しなければならない。利 

用承認申請書が提出されない場合は、理事長は仮予約を取り消すことができる。 

 だんだんホール、ごえんホール以外の施設（会議室等）の仮予約期間は１週間とし、仮予約日の 

１週間後の同じ曜日までに利用承認申請書を提出しなければならない。利用承認申請書が提出され 

ない場合は、理事長は仮予約を取り消すことができる。 

（２）利用受付の開始日は、利用を開始する日の属する月の初日の１年前とする。ただし、だんだんホ 
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ール、ごえんホールを、本番を伴わない練習のために利用する場合は、利用を開始する日の属する 

月の初日の６ヶ月前からとする。 

（３）利用受付の締切日は、原則としてだんだんホール、ごえんホールにおいては利用を開始する日の

２週間前までとし、その他の施設においては利用の前日とする。ただし、対応可能な場合は締切日

以降でも受け付けることができる。 

（４）利用受付時間は、午前８時３０分から午後５時までとする。 

（５）利用受付開始日の受付は、来館者を優先し先着順に行い、午前８時３０分までに来館した者で希 

望日が重複した場合は、話合いで決定する。話合いが不調の場合は抽選により決定する。来館者の 

利用受付終了後、電話の利用受付を開始する。 

（６）次に掲げるものは、利用開始日の 1年以上前であっても受け付けることができる。 

① 中国地区以上の規模を要する催し物 

② 国、地方公共団体、学校、幼稚園及び保育所が主催する県規模の催し物 

③ 公共団体又はこれに準ずるものが定期的に行う催し物 

④ その他、理事長が特に必要と認める催し物 

（７）連続利用できる期間は、全施設とも５日間とする。ただし、理事長が必要と認める場合はこの限 

りではない。 

（８）開館時間（午前９時から午後１０時まで）外の貸出しは、本番又はそれに準ずる利用のときに限

り認める。 

４ 利用にかかる変更は、原則として１回のみとし、取り扱いは以下のとおりとする。なお、起算日は利

用開始日の前日とする。 

施設名 利用日、利用期間の変更 変更による利用料算定 

だ ん だ ん ホ ー

ル・ごえんホール 

 

利用開始日の１ヶ月前まで可

能 

不足額が生じた場合：追徴する。 

過納額が生じた場合：６ヶ月前までは差額の 

８割を還付する。 

:１ヶ月前までは差額の 

５割を還付する。 

           :１ヶ月前の翌日以降は還

付しない。 

その他 利用開始日の７日前まで可能 

不足額が生じた場合：追徴する。 

過納額が生じた場合：６ヶ月前までは差額の 

８割を還付する。 

:７日前までは差額の 

５割を還付する。 

          :６日前以降は還付しない。 

５ 理事長が、利用承認しないことができる基準は条例第６条第２項、承認の取消し等をすることがで

きる基準は条例第７条の規定による。 

 

（施設利用料 条例第８条、第２０条） 

第４条 施設利用料は、別表１とする。 

２ 施設利用料は前納とし、利用承認書を交付する際に請求する。納入期限は、請求書発行日から２週

間以内とする。請求書発行日から利用日までの期間が２週間ない場合は速やかに徴収する。 

（１）次の場合は、利用後に施設利用料を徴収することができる。 
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①国、地方公共団体（学校、幼稚園及び保育所を含む） 

②公共的団体で理事長が認めるもの 

③公共団体等から補助金、助成を受けて行うもの 

④文化団体やその他の団体で、理事長が認めるもの 

（２）楽屋及び控室の施設利用料は、利用後に請求する。 

 

（利用料の減免 条例第９条、規則第４条） 

第５条 条例第９条の規定により利用料の減免を受けようとするときは、利用料減免申請書（様式第６

号）を提出しなければならない。なお、減免対象事項、減免額等は、以下のとおりとする。 

号 減免対象事項 対象施設 対象料金 減免額 

1 市内の保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、

特別支援学校、大学及び専修学校(以下「学校等」と

いう。)が主催して、児童、生徒及び学生のために教

育的、文化的な催事を行う場合 

だんだんホー

ル、楽屋、ご

えんホール  

施設利用料、冷

暖房料、設備器

具利用料 

５割 

相当額 

2 学校等が児童、生徒及び学生のために本番を伴わな

い練習(１号の催事のためのリハーサルに利用する

場合を除く。)で利用する場合  

だんだんホー

ル、楽屋、ご

えんホール 

施設利用料、 

冷暖房料、 

設備器具利用料 

５割 

相当額 

3 国、地方公共団体又は公共的団体が行う慈善事業で

あって、その純益の全部を善意の目的に利用する場合  

だんだんホー

ル、楽屋、ご

えんホール 

施設利用料、 

冷暖房料、 

設備器具利用料 

３割 

相当額 

4 市内の文化協会、当該加盟団体及び出雲市芸術文化

活動団体支援補助金交付要綱（平成２４年出雲市告

示第２３５号）第２条に規定する補助要件を満たす

団体が主催して、文化的な催事を行う場合 

だんだんホー

ル、楽屋、ご

えんホール 

施設利用料、 

冷暖房料、 

設備器具利用料 

３割 

相当額 

5 身体障害者手帳の交付を受けた者、都道府県知事若

しくは指定都市市長の交付する療育手帳の交付を受

けた者、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

又は戦傷病者手帳の交付を受けた者が利用する場合  

全施設 

 

  

施設利用料、 

冷暖房料、 

設備器具利用料 

５割 

相当額 

6 前号に掲げる者が概ね過半数を占める団体が利用す

る場合  

全施設  施設利用料、 

冷暖房料、 

設備器具利用料 

５割 

相当額 

7 ５号に掲げる者の福祉の向上を目的とした団体が主

催する催事に利用する場合で、同号に掲げる者が 1

名以上参加する場合  

全施設 

  

施設利用料、 

冷暖房料、 

設備器具利用料 

５割 

相当額 

8 芸術文化活動や文化振興を目的とする市内の個人又

は団体が入場料等を徴収して催事を行う場合（入場

料等の額が、１,０００円以下かつ非営利目的で施設

を利用する場合に限る。ただし、出雲市文化団体連

合会及び当該加盟団体については、入場料等の額は

３,０００円以下の場合とする。）（文ス第７８４号

平成２７年３月２５日、文ス第７７８号平成２９年

３月３１日）  

全施設 

 

  

施設利用料  入場料 

等加算 

額  

9 出雲総合芸術文化祭事業計画検討委員会及び出雲芸

術アカデミー企画会が作成する事業計画に基づき事

業を行う場合（文ス第７８４号平成２７年３月２５

日） 

全施設 施設利用料 

 

入場料 

等加算 

額 
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10 学会、研究大会等の公共性の高い催し物であって、当

該団体の会員等特定の者を対象に入場料等を徴収す

る場合(文ス第７５６号平成２８年１月２９日) 

全施設  施設利用料  入場料 

等加算 

額  

11 地区災害対策本部や自治協会等の自主防災組織が防

災訓練を実施する場合（文ス第２７８号平成２７年７

月７日） 

全施設 

 

施設利用料、 

冷暖房料、 

設備器具利用料 

全額 

12 前各号に掲げるもののほか、理事長が特に必要と認

める場合  

全施設 

 

当該利用料において 

理事長がその都度定 

める額 

 

（１）１号及び２号については、複数校が合同で利用する場合は減免の対象としない。 

（２）２号のリハーサルについては、照明音響の技術員を配置し、各種舞台装置を利用しておおむね 

本番同様で利用する状態をいう。 

（３）２号、８号、９号及び１０号を除く各号においては、減免適用は本番日のみとする。 

（４）４号及び８号の減免対象がどちらも該当する場合は、重複して適用する。 

（５）４号については、出雲市から「文化施設における使用料減免対象団体」として承認された団体 

に適用する。（文ス第３０３-２０号 平成２７年８月１２日、文ス第６１３-３号 平成３０年８ 

月１０日） 

（６）５号については、減免申請書提出時に、各種手帳の提示を求めることができる。 

 

（施設利用料の還付 条例第１０条、規則第５条） 

第６条 施設利用料について、利用の承認を受けた者（以下「利用者」という。）が利用の中止または 

は利用料が減額となる変更をした場合は、利用変更承認申請書が提出された時点で、変更前後の差額 

に以下の還付率を乗じて得た額を還付する。 

ただし、利用変更承認申請書が提出された時点で施設利用料が未納の場合（後納を認めた利用者を 

含む）は、変更前後の差額から還付率を乗じて得た額を差し引いた額をキャンセル料として徴収する。 

（だんだんホール       利用開始日の６ヶ月前まで   ８０％ 

・ごえんホール）    利用開始日の１ヶ月前まで   ５０％ 

（その他）       利用開始日の６ヶ月前まで   ８０％ 

利用開始日の７日前まで    ５０％ 

 

（利用料の算定と解釈について 条例別表、規則第６条及び文ス第７８２号平成２７年３月２５日、

文ス第７７３号平成２８年２月１２日） 

第７条 利用料を算定する基準は、条例別表、規則第６条により定める。なお、算出した額に１円未満

の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 

２ 入場料、その他これに類する料金（以下「入場料等」という。）を徴収して利用する場合は、基本

利用料の１０割相当額を加算する。入場料等の解釈について、受講料、検定料、参加費等の名目に係

わらず、一定の金員を支払わなければ入場させない場合は「入場料等」と見なす。ただし、公共団体

や公益法人、商工会議所、商工会が検定、資格試験を行うために検定料、受験料等を徴収し、入場さ

せる場合は対象としない。また、「入場料等」を事前に徴収する場合も加算の対象とする。 

３ 営利を目的として施設を利用する場合は、基本利用料の１０割相当額を加算する。営利目的の判断

基準は、「個人や団体等が、何らかの利益を得ることを目的として利用する場合」とする。営利を目
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的として利用する場合であっても、その団体の内部のみを対象として利用する場合は、非営利目的と

して取り扱う。 

（１）次に掲げるものは、営利目的利用として扱う。 

①営利を目的とした興業を行う場合。 

  ②何らかの利益を得ることを目的として、商談会、商品展示会、商品説明会及び体験会等を行う場

合。 

  ③営利団体が、自身の名称、イメージ等の浸透及び宣伝を目的とした事業を行う場合。 

  ④民間営利社会教育事業者などの営利団体が主催し、月謝を徴収する各種教室及び塾等を行う場合。 

⑤非営利団体の利用で、その利用目的が、物販等の明らかに営利目的である場合。 

（２）次に掲げるものは、非営利目的利用として扱う。 

  ①営利団体が、物販を伴わずに、その団体の内部のみを対象として、会議利用する場合。社員研修 

代理店、テナント等の会議（外部からの顧客を招いて商談をする場合は、営利目的利用とする。）。 

②企業等が、入社式等のために利用する場合。自社の面接等（外部からの施設利用者が想定され 

ないもの）。 

③企業等が、国、地方公共団体が主催する催しを受託し利用する場合。 

４ ｢延長料金｣について、利用時間の区分を超えて施設を利用する場合は、1 時間に限り、次に掲げる

額を加算する。 

（１）午前９時以前 

 午前９時から正午までの基本利用料（加算額含む）の１時間当たりの金額に５割を加算した金額。 

（２）正午から午後１時まで 

 午後１時から午後５時までの基本利用料（加算額含む）の１時間当たりの金額。 

（３）午後５時から午後６時まで 

 午後６時から午後１０時までの基本利用料（加算額含む）の１時間当たりの金額。 

（４）午後１０時以降 

 午後６時から午後１０時までの基本利用料（加算額含む）の１時間当たりの金額に５割を加算し

た金額。 

５「本番日」の解釈について、本番とは舞台装置又は展示物等の設営が終わり、観客等が入場できる 

状態又は入場し鑑賞できる状態とし、本番日とは、本番と当日の準備、片付けも含む日とする。 

６「準備利用」の対象施設は、だんだんホール・ごえんホールとし、本番日に連続し本番前日以前に準 

備のために利用する場合の施設利用料は、基本利用料の５割とする。この場合において、加算があ

る場合は、加算額を含めた利用料の５割とする。 

ただし、設備器具利用料、冷暖房料は、準備利用であっても、利用区分における利用料を徴収する。 

７「片付け利用」の対象施設は、だんだんホール、ごえんホールとし、本番日の翌日に片付けのために

利用する場合の施設利用料は、基本利用料の５割とする。この場合において、加算がある場合は、加

算額を含めた利用料の５割とする。 

ただし、設備器具利用料、冷暖房料は、片付け利用であっても、利用区分における利用料を徴収す

る。 

８「リハーサル利用」の対象施設は、だんだんホール、ごえんホールとし、本番日の１週間前から前日

までの期間に、リハーサルのために利用する場合の施設利用料は、基本利用料の５割とする。この場
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合において、加算がある場合は、加算額を含めた利用料の５割とする。 

ただし、設備器具利用料、冷暖房料は、リハーサル利用であっても、利用区分における利用料を徴 

収する。 

なお、リハーサルの利用受付は、利用を開始する日の属する月の初日の１年前からできるものとす 

る。 

９「冷暖房料」については、利用した区分の基本利用料の３割相当額を徴収する。 

 

（設備器具利用料 条例第８条、第２０条、規則第６条） 

第８条 設備器具利用料を算定する基準は、規則第６条とし、設備器具利用料は別表２とする。 

２ 利用料算定の解釈については、舞台大道具等のように設置したのみで直ちにその機能を発揮しうる

ものは、設置した時点から利用料を徴収し、機器、楽器等、外部からの動力又は操作等により、はじ

めてその機能を果たすものについては、それが実際に稼働した時点から利用料を徴収する。 

３ 設備器具を準備、片付け及びリハーサルで利用する場合においても利用料を徴収する。 

４ 設備器具利用料金表（別表２）に記載していない消耗品、電気料金等については、下記のとおり取

り扱う。 

（１）電源料について、持込電気機器は、２kw以内につき１コンセント分を徴収する。ただし、分電盤

を利用する場合は、２kwあたり 1コンセント分を徴収する。 

（２）消耗品について、照明用カラーフィルター等は、実費を徴収する。ただし、マイク用の電池代は

徴収しない。 

（３）ラウンジ厨房についてはラウンジ厨房機器料を徴収する。 

（４）机、椅子の利用料について 

① だんだんホール舞台、舞台袖、楽屋廊下及び楽屋ロビーで利用の場合は利用料を徴収する。 

    また、常設備品数を超えて利用する場合は、ごえんホール又は、会議室を借用しその備品を利

用する。   

② ごえんホール、会議室、楽屋で利用の場合及び、ロビー受付用の机、椅子については利用料を

徴収しない。 

③ 各施設単独利用のとき、椅子の追加利用は以下のとおりとする。 

施設名 常備数 追加可能数 利用料の有無 

ごえんホール １６０ヶ ４０ヶまで 追加用椅子（事務室）

無料 

第１会議室 １７ヶ １０ヶまで 追加用椅子（事務室）

無料 

第２会議室 １８ヶ １０ヶまで 追加用椅子（事務室）

無料 

第３会議室 ２０ヶ １０ヶまで 追加用椅子（事務室）

無料 

 

 

(特別の設備 条例第１３条) 

第９条 設置物については、以下のとおりとする。 

（１）看板（掲示物を含む）は、建物と環境に調和するもので、公の施設の品位を損なわないものであ 
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ること。 

（２）設置（貼付）は利用当日に限り認めるものとし、場所は職員の指示に従うこと。 

 

(利用者の遵守すべき事項 条例第１２条、規則第７条) 

第１０条 火気の使用について、直火を扱う機器の館内使用は、禁止とする。 

２ 下記の行為を行なう場合は、特認行為許可申請書を提出し、館長の許可を受けなければならない。 

（１）会館、敷地内において、寄付金を募る場合。 

（２）会館、敷地内（ごえんホール、会議室内及び楽屋内を除く）において、飲食の提供を行なう場合。 

だんだんホール内での飲食は、原則として認めない。ただし、多人数の集会の場合、主催者の指

示のもとに一定の時間を限って、同時に弁当等の食事をとる場合は、この限りではない。 

（３）会館、敷地内において、物品の販売展示を行なう場合。  

（４）会館、敷地内において、仮設工作物等を設置する場合。原則として、館内における催し物に付帯

した行為に限る。 

（５）コンセントの電力制限を超えるため、分電盤を使用する場合。 

（６）その他必要な行為を行う場合。 

３ うらら館で、楽器等の音出しができる施設は、だんだんホール、ごえんホール及び楽屋のみとす   

る。 

４ 貸出時刻は、原則として借上開始時刻からであるが、状況に応じて１０分前からの貸出しを認める。 

５ 備品の館外貸出は、原則として認めない。 

６ だんだんホールの利用について、以下のとおりとする。 

（１）舞台技術員との打ち合わせを、本番日の２週間前までに行う。 

（２）防火管理上必要な手続きを、本番日の２週間前までに行う。 

   ・禁止行為の解除承認申請書  提出先：出雲市消防本部 

   ・消防用設備等（自動火災報知設備）一時機能停止許可願書 提出先：出雲市消防本部 

   ・誘導灯、足元灯消灯申請書 提出先：うらら館防火管理者 

（３）だんだんホールの開錠、閉錠は、利用者と協議のうえ行う。 

（４）立見席は３０人とし、通路部分を除き最後部とする。 

（５）舞台用機器の持込使用は認める。 

（６）催しの受付、展示及び販売は、ごえんホールとの中間点よりだんだんホール側で行なう。 

   ただし、ごえんホールの利用がない場合は、ごえんホール側を利用してもよい。 

７ ごえんホールの利用について、以下のとおりとする。 

（１）舞台用機器、映写機の持込み利用は認める。 

（２）物品販売等の商行為は認める。 

（３）催しの受付、展示及び販売は、だんだんホールとの中間点よりごえんホール側で行なう。 

   ただし、だんだんホールの利用がない場合は、だんだんホール側を利用してもよい。 

８ 会議室の利用について、以下のとおりとする。 

  第１、第２会議室は仕切りを除き同時に利用することができる。 

９ だんだんテラス利用について、以下のとおりとする。 

ラウンジ北側の外側デッキ部分を、だんだんテラスという。民家と隣接しているため、音出し、声
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出しを禁止する。 

１０ロビー、ラウンジの利用について、以下のとおりとする。 

（１） 共有スペースである為、図書館、他の利用者の迷惑にならない範囲で利用する。 

（２） 許可なく団体又は個人が、展示、催し物、商行為等で特定の場所を占有することは認めない。 

 

（その他） 

第１１条 駐車場の利用について、以下のとおりとする。 

（１）だんだんホール利用者は、必要に応じて駐車場に整理員を配置しなければならない。 

（２）主催者は、来場者に対し公共交通機関の利用と乗合わせによる来場を促すこととする。 

（３）満車が予想される場合、主催者に事前に周辺施設への駐車場借用要請を促すこととする。 

２ チケット販売について、以下のとおりとする。 

（１）チケットの販売時間は、原則として午前８時３０分から午後５時までとする。 

（２）チケットの売出日は、午前９時から先着順に販売し、電話による販売（取り置き）は午後１時か 

  らとする。枚数制限等、必要な事項は主催者と協議の上取り決める。 

電話による販売は、取り置きを決めた時点で買い取りとし、現金書留による入金を確認した後、 

レターパックプラス又は簡易書留でチケットを発送する。送料は、購入者負担とする。 

（３）販売したチケットの変更、キャンセルは受付けない。 

 

附 則 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

  

   附 則 

 この規程は、令和元年１０月１日から施行する。（別表１、別表２－１及び別表２－２の改正）  

 

附 則  

この規程は、令和５年７月１日から施行する。（第５条の改正） 

 

附 則  

この規程は、令和５年１１月１０日から施行する。（第１１条の改正） 


